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非課税収入の把握について I

収入確認において、「所得税法の規定r::J::
る控除対象配偶者または扶養親族となって
いる人については、事棠主の証明をもって
添付書類を不要とする.Jということf::f.j:って
おり、税法上の事業主証明が有ればすべて
認定すると然されるが、他の非課税収入等
の把痘は如何にして行うことを想定している
のか．

平成20年1月17日

所得税法.J:の扶養親族等であっても、非課税収入（遺族年金」障害年金、
傷手当念失業給付等）がある場合は、収入憫へ金額の記入を求める
とともに、収入額の判る書類の添付を求めること。なお、届書の収入掴に I2006年11月
ついては、非課税収入を含めた金額を記載するよう、事業主等への周知を
お願いしたい．


